
47 48

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
第
３
の
柱
に
よ
る
開
示
項
目
索
引

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

自己資本比率規制（バーゼルⅢ）……………………48

■定性的な開示事項

1.自己資本調達手段の概要……………………………48
2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要………48
3.信用リスクに関する事項………………………………48
4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の
方針及び手続きの概要………………………………49
5.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手の
リスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要…49
6.証券化エクスポージャーに関する事項………………49
7.オペレーショナル・リスクに関する事項………………50
8.銀行勘定における出資その他これに類する
エクスポージャー又は株式等エクスポージャーに
関するリスク管理の方針及び手続きの概要…………50
9.金利リスクに関する事項………………………………50

■定量的な開示事項

Ⅰ.単体における事業年度の開示事項
（1）自己資本の構成に関する開示事項……………51
（2）自己資本の充実度に関する事項………………52
（3）信用リスクに関する事項

（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
及び証券化エクスポージャーを除く）…………………53

イ.信用リスクに関するエクスポージャー
及び主な種類別の期末残高…………………53

ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の
期末残高及び期中の増減額…………………54

ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の
残高等…………………………………………54

ニ.リスク・ウェイトの区分ごとの
エクスポージャーの額等………………………54

（4）信用リスク削減手法に関する事項………………54
（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の

取引相手のリスクに関する事項…………………54
（6）証券化エクスポージャーに関する事項…………55
（7）出資等エクスポージャーに関する事項…………55
（8）リスク・ウェイトのみなし計算が適用される

エクスポージャーに関する事項…………………55
（9）金利リスクに関する事項…………………………55

Ⅱ.連結会計年度の開示事項
（1）自己資本の構成に関する開示事項……………56
（2）その他金融機関等であって信用金庫の子法人等で

あるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資
本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回っ
た額の総額………………………………………57

（3）自己資本の充実度に関する事項………………57
（4）信用リスクに関する事項
（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポー
ジャー及び証券化エクスポージャーを除く）………57

（5）信用リスク削減手法に関する事項………………57
（6）派生商品取引及び長期決済期間取引の

取引相手のリスクに関する事項…………………57
（7）証券化エクスポージャーに関する事項…………57
（8）出資等エクスポージャーに関する事項…………57
（9）リスク・ウェイトのみなし計算が適用される

エクスポージャーに関する事項………………57
（10）金利リスクに関する事項……………………………57

【自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項】

●開示項目

　 自己資本比率規制
　自己資本比率規制とは、金融機関の直面するリスクをより精緻に評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を金融機関
に求めるものです。
　日米主要国の中央銀行や銀行監督機関で構成する国際決済銀行（BIS）のバーゼル銀行監督委員会は、自己資本の充実を通じて
金融システムの安定化を図ることを目的として、国際業務を行う民間銀行が確保すべき自己資本比率の水準や算出方法を定めてお
り、国内のみで営業を行う金融機関には金融庁告示に基づき4%以上の水準が定められております。（これをBIS規制といいます。）
　BIS規制は、平成19年3月から、金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化等を踏まえ、リスクをより精微に評価し自己
資本比率へ反映するよう見直され、その後、リーマンショックの反省も踏まえ金融危機時にも金融システムの安定が図られることを
目的として、自己資本の質の向上を図ることを中心とした内容を加えた新たな枠組み（バーゼルⅢ）へと見直されました。
　バーゼルⅢは平成26年3月期から導入され、以下に記載した3つの柱を通じて自己資本の健全性を確保することとしております。
　「第1の柱（最低所要自己資本比率）」は、自己資本比率を算定するものですが、従来の規制に比べ、信用リスク（貸倒れのリスク）
の計測の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク（事務事故や不正行為等により金融機関が損失を被るリスク）の計測が新たに加
えられ、リスクの計測をより精緻化するものです。
　「第2の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）」は、金融機関自身が「第1の柱」の対象となっていないリスクも含めて適切に管
理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持すること、また、金融当局の検証・評価を受けるものです。
　具体的には、「銀行勘定の金利リスク」や「信用集中リスク」等が対象となります。
　「第3の柱（市場規律）」は、「第1の柱」と「第2の柱」の内容を情報開示することで、皆様に当金庫の健全性等を評価していただくものです。

　 定性的な開示事項
■自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本につきましては、地域のお客様による普通出資金にて調達しております。

■自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を十分保って
いると評価しております。
　なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益によ
る資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

■信用リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等
を明示した「貸付事務取扱規程」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を
構築しています。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、厳格な自己査定を実施しております。
また、大口与信先に対する与信比率・業種比率・保全状況・対前年比等の検証も毎月実施しております。
以上、一連の信用リスク管理の状況については、ALM委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会、本部役員会と
いった経営陣に報告する態勢を整備しております。
　貸倒引当金は、「債権資産自己査定基準」及び「資産償却および引当金計上に関する規程」に基づき、自己査定における債
務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な
計上に努めております。

　（2）信用リスクの算出に使用する手法の名称
　当金庫は、標準的手法を採用しております。

　（3）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の5つの機関を採用しております。なお、エクスポージャーの種類ご
とに適格格付機関の使分けは行っておりません。
①株式会社格付投資情報センター（R&I）　②株式会社日本格付研究所（JCR）
③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
④S&Pグローバル・レーティング（S&P）　⑤フィッチレーティングス（Fitch）

KITASORACHI SHINKIN BANK REPORT 2020


